
Yes

 No

 No

Yes

Yes ②Ｃが 外形

Yes ③Bが 外形

No
※３

④Ａが 外形

Yes

※１　払込資本の額＝会計上の資本金と資本剰余金の合計額

※２　経過措置：令和7年４月１日以後最初に開始する事業年度に適用

※３　外形標準課税の対象法人ではないことのほか、設立前で事業年度そのものがない場合を含む

外形 非外形

外形対象判定フロー
(令和7年４月１日から令和8年３月３１日までに開始した事業年度)

➀ D末日の資本金が１億円超

③ Cにおいて外形標準課税の対象法人

④ Bにおいて外形標準課税の対象法人

⑤ Aにおいて外形標準課税の対象法人

減資への対応
（法72の２①-1ロ、法附則８の３の３①、

令附則６、規附則２の６の３）

経過措置※２(改正法附則７②）

Yes

No No※３

Yes

（凡例）

法：地方税法 令：地方税法施行令 規：地方税法施行規則

改正法：地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）

条：算用数字 項：〇で囲んだ算用数字 号：ハイフンと算用数字

⑥ 令和６年３月29日の資本金が

１億円以下

➁ D末日の払込資本の額※１が10億円超

No※３⑦ BとCの間に、外形標準課税の対象法人

である事業年度がある

Ａ：Ｂの前事業年度

Ｂ：令和６年３月30日を含む事業年度

Ｃ：Ｄの前事業年度

Ｄ：令和７年４月１日以後最初に開始する事業年度

No※３


